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犬山市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、自転車乗車中の交通事故による人的被害の重大

化防止を図ることを目的として交付する犬山市自転車乗車用ヘルメ

ット購入費補助金（以下「補助金」という。）について、犬山市補

助金等交付規則（昭和５６年規則第１０号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 当市において、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）の規定による住民基本台帳に記録された住所に現に居

住している者で、第６条第１項の申請の日の属する年度の末日に

おいて７歳以上１８歳以下の年齢となる者をいう。

(2) 高齢者 市の住民基本台帳に記録された住所に現に居住する者

で、第６条第１項の申請の日の属する年度の末日において６５歳

以上であるものをいう。

(3) 保護者 児童生徒等の親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、児童生徒等を現に監護する者及び、児童生徒等の親族で、社

会通念上児童生徒等を保護する責任がある者をいう。

(4) ヘルメット 自転車乗車中に事故の衝撃から頭部を守ることを

目的として設計、製造され、安全性の認証を受けた保護帽（新品

に限る。）をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、ヘルメットを購入した保護者及び高齢者のうち犬山市税条例

（昭和２９年条例第１７号）第３条に規定する市税及び犬山市国民

健康保険条例（昭和３６年条例第１９号）第７条に規定する国民健

康保険税の未納がない者とする。
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２ 前項の規定にかかわらず、犬山市暴力団排除条例（平成２４年条

例第３４号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に

規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者は、補助対象

者としない。

（補助対象経費）

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、当該年度中にヘルメットの購入に要した費用とする。

（補助金の額等）

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額

（その額に１００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨

てた額）とし、２，０００円を限度とする。

２ 補助金は、ヘルメットの使用者１人につき１回に限り交付する。

（補助金の交付申請）

第 ６ 条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と する 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う。）は、ヘルメットを購入した日から２月末までに、補助金交付

申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。

(1) ヘルメットの購入に係る費用の領収書等（支払いが確認できる

書類）の写し

(2) 購入したヘルメットが安全性の認証を受けたものであることを

明らかにするカタログ、パンフレット、説明書等の写し

(3) 調査承諾書（様式第２）

(4) 犬山市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付請求書（様式

第４）

(5) 振込先の金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書

類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、犬

山市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付（不交付）決定通知
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書（様式第３）により申請者に通知するものとする。

（財産の処分制限）

第８条 補助金の交付を受けて取得したヘルメット（以下「取得財

産」という。）は、補助金の交付の日から起算して１年間は、補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、取り壊

し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、市

長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

２ 市長は、前項ただし書の規定により承認を受けた交付決定者に当

該承認に係る取得財産の処分による収入があったときは、その収入

の全部又は一部を市に納付させることができる。

（損害賠償）

第９条 ヘルメットを使用して生じた事故、自転車の故障等に係る損

害については、市は、その賠償責任を負わない。

（雑則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に購入するヘルメッ

トについて適用する。


